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このため、排出抑制等指針等に基づき、事業者が、自主的・積極的に環
境に配慮した事業活動に取り組むことを推進する。 
また、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事

業活動の促進に関する法律（平成16年法律第77号）に基づく事業者の環境
報告書の公表等を通じ、事業者や国民による環境情報の利用の促進を図り、
環境に配慮した事業活動や環境配慮型製品が社会や市場から高く評価され
るための条件整備等を行う。そのために、例えば、サプライチェーン全体
における温室効果ガス排出量を把握・管理するための基盤整備、カーボン
フットプリントの普及・促進、ＩＣＴを利用した情報開示の基盤整備、比
較可能性や信頼性の向上などを進めていく。 
さらに、ＩＳＯ14001や中堅・中小企業向けエコアクション21などＰＤＣ

Ａサイクルを備えた環境マネジメントシステムの普及を進め、環境経営の実
効性を高めていくとともに、企業における従業員の教育を促すことで、事業
活動における更なる環境配慮の促進を図る。 

 

(e) 二国間オフセット・クレジット制度（ＪＣＭ） 

 
優れた低炭素技術等の普及等を通じて排出削減・吸収を実施することは、

相手国のみならず我が国も含めた双方の低炭素成長に貢献することができる。 
このため、途上国への温室効果ガス削減技術、製品、システム、サービス、

インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収
への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国の削減目標の達成に
活用するため、ＪＣＭを構築・実施していく。これにより、民間ベースの事
業による貢献分とは別に、毎年度の予算の範囲内で行う政府の事業により20
30年度までの累積で5,000万から１億ｔ－ＣＯ２の国際的な排出削減・吸収量
が見込まれる。ＪＣＭについては、温室効果ガス削減目標積み上げの基礎と
していないが、日本として獲得した排出削減・吸収量を我が国の削減として
適切にカウントする。 
今後は、具体的な排出削減・吸収プロジェクトの更なる実施に向けて、Ｍ

ＲＶ方法論の開発を含む制度の適切な運用、都市間連携や国際協力銀行（Ｊ
ＢＩＣ）及び日本貿易保険（ＮＥＸＩ）と連携したＪＣＭ特別金融スキーム
の活用を含む途上国におけるプロジェクトの組成や実現可能性の調査、本制
度の活用を促進していくための国内制度の適切な運用、新エネルギー・産業
技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）や国際協力機構（ＪＩＣＡ）、アジア開発銀
行（ＡＤＢ）などの関係機関との連携も含めた更なるプロジェクト形成のた
めの支援等を行う。 

 

(f) 税制のグリーン化に向けた対応及び地球温暖化対策税の有効活用  

 
環境関連税制等のグリーン化については、低炭素化の促進をはじめとする

地球温暖化対策のための重要な施策である。このため、環境関連税制等の環
境効果等について、諸外国の状況を含め、総合的・体系的に調査・分析を行
うなど、地球温暖化対策に取り組む。 
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（前ページの続き）　　(d) 事業活動における環境への配慮の促進




